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ま　　え　　が　　き

　高知県交通事故相談所の運営につきましては、日頃から格別のご理解とご協力を賜り

ましてありがとうございます。

　昨年（令和４年）１年間に県内で発生した交通事故は、

　　　　発生件数　　　９４３件（前年比　－１０３件   　－９．８％）

　　　　死者数 　  　   ２６人（前年比  　　＋１人 　  ＋４．０％）

　　　　負傷者数　１，０１０人（前年比　－１３２人 　－１１．６％）

で、発生件数、負傷者数は前年に比べて減少する結果となりました。

　交通事故の内容を見ますと、「車対車」の事故が全体の60.2％の568件、次いで「自転

車対車」の事故が全体の20.1％の190件です。

　発生原因は、脇見運転などの前方不注意での事故が多く、今後の事故防止に向けて、交   

通安全教育の充実、携帯電話の使用禁止、後部座席を含めたシートベルトの着用徹底など

が重要な課題となっています。

　また、65歳以上の高齢者が関係する事故が全体の47.8％の451件、死者数は、全体の76.

9％の20人で、全死亡事故に占める高齢者の割合が７割を超えるなど、高齢者の交通死亡

事故は依然として厳しい状況にあります。

　事故の大小に関わらず、ひとたび交通事故の当事者になれば、解決までに相当な期間を

要し、物心両面に大きな負担がかかります。

　県では、不幸にして交通事故の当事者になられた方々が、気軽に相談をすることができ

るように交通事故相談所を設置し、専門の相談員が中立公正な立場から「示談の仕方」な

どについて相談に応じています。

　令和４年度の相談件数は316件で、「過失程度」をはじめ、「任意保険関係」や「自賠責

保険請求等」、さらに「示談の仕方」、「賠償額の算定」などが主たる相談内容となって

いますが、他にも「労災、社会保険の使用」など、相談内容は多岐にわたっています。

　交通事故相談所では、交通事故による様々な問題の解決に向けた助言を行うことで相談

者の精神的な負担の軽減に努め、県民の皆様の身近な相談窓口として広く利用していただ

けるよう運営してまいります。

　この小冊子は、令和４年度に交通事故相談所で受け付けた相談内容をとりまとめたもの

です。関係の皆様のご参考としていただき、交通事故防止の一助になれば幸いです。

　　　令和５年４月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県文化生活スポーツ部県民生活課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高知県交通事故相談所



１　高知県の交通事故発生状況年別推移

件 数 （ 件 ） 傷 者 （ 人 ） 死 者 （ 人 ）

平 成 ２ ５ 年 2,959 3,310 42 

平 成 ２ ６ 年 2,690 3,002 41 

平 成 ２ ７ 年 2,391 2,732 30 

平 成 ２ ８ 年 2,193 2,447 42 

平 成 ２ ９ 年 1,790 2,000 29 

平 成 ３ ０ 年 1,613 1,791 29 

令 和 元 年 1,556 1,700 33 

令 和 ２ 年 1,263 1,382 34 

令 和 ３ 年 1,046 1,142 25 

令 和 ４ 年 943 1,010 26 
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２　交通事故相談所の設置状況

名 称 所 在 地 相談員数 開 設 年 月 日

２人 昭４３．４．１

   

３　交通事故相談件数年度別推移

４　年度別相談件数

年 度 件数

平 成 25 年 度 438 

平 成 26 年 度 407 

　　　令和４年４月平 成 27 年 度 380 

平 成 28 年 度 384 

平 成 29 年 度 441 

平 成 30 年 度 339 

令 和 元 年 度 297 

令 和 ２ 年 度 259 

令 和 ３ 年 度 240 

令 和 ４ 年 度 316 

＊平成17年度から中央交通事故相談所に各相談所を統合、「高知県交通事故相談所」とした。

＊県内年間交通事故発生件数は、暦年（1月から12月まで）の件数である。

高知市丸ノ内１丁目２－２０

高知県庁本庁舎４階

（参考）
県内年間交通事故発生件数
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４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計

0 1 1 4 1 6 3 5 0 1 2 0 24 

1 4 4 1 0 0 0 1 0 1 2 2 16 

　昨年（令和３年）１年間に県内で発生した交通事故は、
23 28 39 18 17 22 22 17 18 20 22 30 276 

　　　　発生件数　　１，０４６件（前年比　－２１７件   －１７．２％）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

　　　　死者数   　       ２５人（前年比  　　－９人   －２６．５％）
24 33 44 23 18 28 25 23 18 22 26 32 316 

　　　　負傷者数　　１，１４２人（前年比　－２４０人 　－１７．４％）
5 5 17 6 4 12 12 15 5 7 14 16 118 

　で、発生件数、死者数、負傷者数はすべて前年に比べて減少する結果となりました。
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

　交通事故の内容を見ますと、「車対車」の事故が全体の62.1％の653件、次いで「自転
19 28 27 17 14 15 13 8 12 15 12 15 195 

24 33 44 23 18 28 25 23 18 22 26 32 316 

   2 7 2 4 0 5 5 4 1 1 3 0 34 

1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

3 9 2 4 0 7 5 4 2 1 6 2 45 

(5) (6) (12) (6) (5) (10) (13) (14) (8) (14) (9) (11) (113)

注： １「相談内容」欄は、主な相談内容に従って区分した。

２　相談件数のうち、加害者による相談件数は、備考欄に延件数で、（　　）書きとした。

５　相談処理件数

　　　　　月
　区分

新規相談

継続相談

電話

文書

合計

賠償問題

更生問題

援護問題

その他

計

事故相談
センター　

（弁護士会）
交通事故
紛争処理
センター

日本司法支援
センター

その他

計

備考

面
接

非
面
接

相
談
内
容

紹
介
・
あ
っ
せ
ん
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６　相談受理件数

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

1 5 5 5 1 6 3 6 0 2 4 2 40 

23 28 39 18 17 22 22 17 18 20 22 30 276 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 33 44 23 18 28 25 23 18 22 26 32 316 

注：

ている。

７　被害状況別相談件数

   ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

4 3 5 4 3 3 3 2 1 3 3 6 40 

2 11 8 6 4 4 4 6 3 8 6 14 76 

16 15 23 11 10 14 10 8 12 6 9 9 143 

0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 9 

2 3 7 3 1 8 11 9 2 7 5 3 61 

24 34 44 24 18 30 28 25 18 25 27 32 329 

注：

８　相談者別件数

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

18 27 31 14 13 14 10 9 8 8 15 18 185 

5 6 12 6 5 10 13 14 8 14 9 11 113 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

1 0 1 3 0 3 1 0 1 0 1 2 13 

24 33 44 23 18 28 25 23 18 22 26 32 316 

注：

９　相談内容別件数

　　　令和４年４月
４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 計

5 5 17 6 4 12 12 15 5 7 14 16 118 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

19 28 27 17 14 15 13 8 12 15 12 15 195 

24 33 44 23 18 28 25 23 18 22 26 32 316 

注：

　　　　 月
　区分

面接

電話

文書

計

相談処理件数合計の316件のうち、面接が40件で12.7％、電話が276件で87.3％となっ

　　　　 月
　区分

死 亡

重 傷

軽 症

後 遺 症

物 損

計

　　　　 月
　区分

被 害 者

加 害 者

自 損 行 為

そ の 他

計

相談者別では、被害者が185件で58.5％を、加害者が113件で35.8％を占めている。

　　　　 月
　区分

賠 償 問 題

更 生 問 題

援 護 問 題

そ の 他

計

相談内容別では、賠償問題が118件で37.3％を占めている。

１．被害が明らかでない相談件数は除いている。
２．１件の相談で複数の被害状況に該当する相談となる場合がある。
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１０　相談要旨別件数

　　　　発生件数　　１，０４６件（前年比　－２１７件   －１７．２％） 1.8 0.0175 0.02

　　　　死者数   　       ２５人（前年比  　　－９人   －２６．５％） 12 0.1199 0.12

　　　　負傷者数　　１，１４２人（前年比　－２４０人 　－１７．４％） 2.9 0.0292 0.03

3.8 0.0380 0.04

1.5 0.0146 0.01

   0.9 0.0088 0.01

0.9 0.0088 0.01

11.4 0.1140 0.11

64.9 0.6491 0.65

注： 相談受理件数と相談要旨別件数の不一致は、１件の相談で複数の被害状況に該当する相談となる場合があるため。

●相談要旨別件数・構成割合

相 談 要 旨 の 区 分 件　数 割合(％)

賠償責任者 0 0.0%

賠償額の算定 6 1.8%

過失程度 41 12.0%

示談の仕方 10 2.9%

示談解決後の変更・取消 0 0.0%

債務不履行 0 0.0%

自賠責保険請求等 13 3.8%

労災、社会保険の使用 5 1.5%

訴訟、調停の利用 3 0.9%

身体障害者の更生 0 0.0%

生計の維持 0 0.0%

各種福祉施設の利用 0 0.0%

各種援護措置の利用 3 0.9%

任意保険関係 39 11.4%

そ　の　他 222 64.9%

  合　　　　計 342 ―

その他
222 

64.9%

過失程度
41 

12.0%

任意保険関係
39 

11.4%

自賠責保険請求等
13 

3.8%

示談の仕方
10 

2.9%

賠償額の算定
6 

1.8%

労災、社会保険の使用

5 
1.5%

各種援護措置の利用

3 
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0.9%
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４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 合計

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 6 

3 2 0 9 2 5 6 6 1 3 3 1 41 

0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 1 1 10 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 7 13 

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3 

7 6 6 3 2 2 2 1 1 2 4 3 39 

15 26 37 13 15 21 17 18 15 13 14 18 222 

26 36 44 26 19 33 30 26 18 24 26 34 342 

注：

　　　  　 　月
 区分

賠 償 責 任 者

賠 償 額 の 算 定

過 失 程 度

示 談 の 仕 方

示 談 解 決 後 の
変 更 ・ 取 消

債 務 不 履 行

自賠責保険請求等

労災、社会保険の
使 用

訴訟、調停の利用

身体障害者の更生

生 計 の 維 持

各種福祉施設の
利 用

各種援護措置の
利 用

任意保険関係

そ の 他

合 計

相談受理件数と相談要旨別件数の不一致は、１件の相談で複数の被害状況に該当する相談となる場合があるため。
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１１　相談者居住市町村別件数

市町村 相談件数 市町村 相談件数 市町村 相談件数

高 知 市 191 奈 半 利 町 0 中 土 佐 町 0 

室 戸 市 0 田 野 町 0 佐 川 町 0 

　昨年（令和３年）１年間に県内で発生した交通事故は、

安 芸 市 9 安 田 町 0 越 知 町 40 

　　　　発生件数　　１，０４６件（前年比　－２１７件   －１７．２％）

南 国 市 7 北 川 村 0 檮 原 町 0 

　　　　死者数   　       ２５人（前年比  　　－９人   －２６．５％）

土 佐 市 10 馬 路 村 0 日 高 村 2 

　　　　負傷者数　　１，１４２人（前年比　－２４０人 　－１７．４％）

須 崎 市 3 芸 西 村 0 津 野 町 0 

　で、発生件数、死者数、負傷者数はすべて前年に比べて減少する結果となりました。

宿 毛 市 1 本 山 町 0 四 万 十 町 16 

　交通事故の内容を見ますと、「車対車」の事故が全体の62.1％の653件、次いで「自転

土 佐 清 水 市 8 大 豊 町 0 大 月 町 0 

四 万 十 市 5 土 佐 町 0 三 原 村 0 

   
香 南 市 6 大 川 村 0 黒 潮 町 0 

香 美 市 6 い の 町 10 県 外 2 

東 洋 町 0 仁 淀 川 町 0 合 計 316 
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１２　相談のきっかけ

　　  媒体

 区分

知　

人
計

相 談 者
（ 人 ）

21 316 

構 成 率
（ ％ ）

6.6 100.0 

１３　相談者の年齢別状況（面接相談）

　　　　負傷者数　　１，１４２人（前年比　－２４０人 　－１７．４％）

　で、発生件数、死者数、負傷者数はすべて前年に比べて減少する結果となりました。

　交通事故の内容を見ますと、「車対車」の事故が全体の62.1％の653件、次いで「自転

   

　　　令和４年４月

親　

戚

病　

院
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察

官
公
庁

電
話
帳

新　

聞

テ
レ
ビ

ラ
ジ
オ

イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

そ
の
他

1 0 152 42 0 1 0 1 89 9 

0.3 0.0 48.1 13.3 0.0 0.3 0.0 0.3 28.2 2.8 

被 害 者 加 害 者 自損行為 そ の 他 計 構 成 比

人 人 人 人 人 ％

２ ０ 歳 以 下 0 0 0 0 0 0.0 

２１歳～３０歳 2 2 0 1 5 12.5 

３１歳～４０歳 2 0 0 0 2 5.0 

４１歳～５０歳 6 2 0 1 9 22.5 

５１歳～６０歳 6 3 0 0 9 22.5 

６１歳～７０歳 3 5 0 0 8 20.0 

７ １ 歳 以 上 4 2 0 0 6 15.0 

不 明 1 0 0 0 1 2.5 
合 計 24 14 0 2 40 100.0 

　　　区分

年齢

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 

2 

6 

6 

3 

4 

1 

2 

2 

3 

5 

2 

1 

1 

２０歳以下

２１歳～３０歳

３１歳～４０歳

４１歳～５０歳

５１歳～６０歳

６１歳～７０歳

７１歳以上

不　　明

相談者の年齢別状況（面接相談）

被害者の人員（面接相談）

加害者の人員（面接相談）

自損行為

その他

- 8 -



１４　相談所要時間・平均所要時間

件 件 件 件 分 分 分 分

(1) (23)

19 5 0 24 

(5) (28)

25 5 3 33 

(5) (39)

35 8 1 44 

(5) (18)

14 6 3 23 

   (1) (17)

12 4 2 18 

(6) (22)

21 6 1 28 

(3) (22)

16 8 1 25 

(6) (17)

11 11 1 23 

(0) (18)

9 7 2 18 

(2) (20)

16 4 2 22 

(4) (22)

21 5 0 26 

(2) (30)

22 7 3 32 

(40) (276)

221 76 19 316 

注： （　　）内は件数

面接 電話相談

所要時間
１人当たり

平均
所要時間

所要時間
１人当たり

平均
所要時間

49 49 446 19 

332 66 678 24 

178 36 930 24 

176 35 678 38 

30 30 625 37 

232 39 419 19 

158 53 585 27 

280 47 453 27 

0 0 647 36 

110 55 452 23 

150 38 462 21 

225 113 704 23 

1,920 48 7,079 26 

　　　所要
　　　時間

　　月

３０分
以内

３１分以上
～

６０分未満

６０分
以上

計

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１

２

３

計
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高知県交通事故相談所運営要領
（趣　旨）

第１　この要領は、高知県行政組織規則第１８６条によって設置された、高知県

    交通事故相談所 （以下「相談所」という。）の運営に関する必要な事項を

　  定めるものとする。

（相談実務等の実施基準）

第２　相談所の行う交通事故相談（以下「相談」という。）及び関係援護機関へ　

　　のあっせんに関する業務の実施基準は、次のとおりとする。

（１）相談は交通事故により、死亡、重傷、後遺症等の重大な被害を受けた者、

　　又はその家族を重点とし、賠償問題、更生問題、その他各般の問題につい

　　て総合的な相談指導を行うものとする。

（２）賠償問題については、事故状況その他の事実関係の十分な調査に基づいて

　　深みのある指導助言を行うものとする。

　　　ただし、当事者間の示談交渉そのものには介入しないものとする。

（３）賠償問題に関する相談事案で訴訟、調停等の司法手続によらなければ問題

　　の解決が困難であると認められるものについては、利用可能な諸司法手続を

　　一般的に教示するにとどめ、その処理は、交通事故紛争処理センター、日弁

　　連交通事故相談センター、又は日本司法支援センターにあっせんしてこれに

　　ゆだねるものとする。

（４）更生問題に関する相談事案については、更生の方途、各種社会福祉制度の

　　利用等について、指導助言するとともに、必要に応じ福祉保健所、ハローワ

　  ークまたは社会福祉協議会等へのあっせんを行うものとする。

（５）その他交通事故に関連する一身上の問題についても、できる限りの相談に

　　応ずるものとする。

（６）相談実施後においても、なお引続いて補完的指導を要すると認められるも

　　のについては、市町村、民生委員、心配ごと相談所等に連絡してその協力を

　　求めるものとする。

（相談の日時）

第３　相談日は、日曜日、土曜日、祝日及び年末年始の休暇日を除く日とする。

　　相談時間は、午前９時から午後４時までとする。

（広　報）

第４　相談所は、住民に対し民事上の損害賠償制度、自動車損害賠償責任保険制

　　度等交通事故による被害を受けた際に必要な知識の普及につとめるものとす　　

　　る。



（市町村に対する指導）

第５　市町村の行う相談事案の処理について、助言を行う等相談の具体的業務に　

　　関して必要な指導を行うものとする。

（関係機関との協力体制）

第６　相談所の業務の円滑かつ適正な運営をはかるため、次に掲げる機関又は団

    体と緊密な連絡協力体制の確立につとめるものとする。

（１）地方法務局

（２）公共職業安定所

（３）市、町、村

（４）警　察

（５）日弁連交通事故相談センター

（６）日本司法支援センター

（７）社会福祉協議会

（８）福祉保健所

（９）地方裁判所、簡易裁判所

（10）人権擁護委員会

（11）民生委員協議会

（12）交通安全協会

（13）損害保険会社

（14）自動車損害賠償責任保険調査事務所

（15）その他交通事故被害者に関する事務又は事業を行う機関又は団体

（相談票等の作成保管）

第７　相談員は、相談事項を交通事故相談処理簿によって整理し、相談事案１件　

　　ごとに相談内容の概要及びその処理経過を明らかにした相談票を作成するも

　　のとする。

　　　なお、郵送又は電話による相談の場合についても同様とする。

２　　相談員は、その日の実績を交通事故相談日計表により、月毎にまとめ保管　　　

　　するものとする。　

附　則

　　この要領は昭和４３年４月１日から実施する。

　　この要領は平成４年８月１日から実施する。

　　この要領は平成１７年４月１日から実施する。

  　 この要領は平成１７年１０月２０日から実施する。

  　 この要領は平成１９年４月１日から実施する。

  　 この要領は平成２０年４月１日から実施する。

  　 この要領は平成２１年７月９日から実施する。

  　 この要領は平成２２年４月１日から実施する。



○　自賠責保険や任意保険の請求手続き
○　損害賠償額の請求方法
○　過失割合の決め方
○　示談の進め方
○　治療と労災保険・健康保険・社会保険の関係　　等

  所　在　地  ：  高知市丸ノ内１丁目２－２０

（県庁４階）

  Ｔ　Ｅ　Ｌ　：　０８８－８２３－９５７８

  相談受付時間：  月曜から金曜までの

　９：００　～　１２：００　

１３：００　～　１６：００

　　　　　　   　　　　　　　（土、日、祝日、年末年始はお休みです。）

令和４年度　交通事故相談のまとめ
　　　令和５年５月発行
編集・発行 高知県文化生活スポーツ部

県民生活課
高知県交通事故相談所

〒780-8570
高知県高知市丸ノ内１丁目２－２０
（県民生活課）

電話　088-823-9319

高 知 県 交 通 事 故 相 談 所 案 内

相談される方は、十分お話をお伺いしたいので、できるだけ相　
談終了時刻の３０分前までにおいでくださるようお願いします。

交通事故の相談はお早めに！
相談はすべて無料です。

電話での相談も受け付けています。

【主 な 相 談 内 容】

高  知  県  交  通  事  故  相  談  所  案  内

ご相談は
できるだけお早めに


